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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定間隔で立設した柱と、前記柱の背面側から前記柱間に掛け渡される外壁パネルと、
前記柱の幅より広い幅を有し前記柱の表面を覆う目隠しパネルと、前記柱を挟んで前記外
壁パネルの背面側から前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを連結する連結部材とを有し
、
　前記連結部材は、前記外壁パネルに螺合して先端が前記目隠しパネルの背面に当接し前
記外壁パネルと前記目隠しパネルとの間の距離を調整可能にする調整ボルトと、前記調整
ボルトを貫通して前記目隠しパネル背面に螺合し前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを
固定する固定ボルトとを有することを特徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記外壁パネルの前記調整ボルト螺合位置に予め埋め込みナットが設けられていること
を特徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記目隠しパネルの前記固定ボルト螺合位置に予め埋め込みインサートが設けられてい
ることを特徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかにおいて、
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　前記固定ボルトが貫通する前記調整ボルトの貫通孔は、前記固定ボルトに対して所定の
クリアランスが設けられていることを特徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかにおいて、
　前記柱は、Ｈ形鋼のフランジを前面にして立設され、
　前記外壁パネルは、前面両側縁部に前記フランジの厚さ及び前記目隠しパネルの厚さよ
り深い切欠き部を上下方向にわたって有し、
　前記切欠き部内に前記フランジ及び前記目隠しパネルを収容可能とされていることを特
徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記外壁パネルの切欠き部は、前記Ｈ形鋼のウェブからフランジの端部までの長さより
大きな幅に形成されていることを特徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項７】
　請求項５または６において、
　少なくとも前記外壁パネルの切欠き部と、前記目隠しパネルとの間の隙間にグラウト材
が充填されることを特徴とする外壁パネルの取付け構造。
【請求項８】
　所定間隔で複数の柱を立設する工程と、
　立設した一対の柱の背面側から前記柱間に外壁パネルを掛け渡すと共に、前記柱の幅よ
り広い幅を有する目隠しパネルを前記柱の表面に設置する工程と、
　前記柱を挟んで前記外壁パネルの背面側から前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを連
結部材にて連結する工程とを含み、
　前記連結部材は、前記外壁パネルに螺合して先端が前記目隠しパネルの背面に当接する
調整ボルトと、前記調整ボルトを貫通して前記目隠しパネル背面に螺合する固定ボルトと
有し、
　前記連結部材にて前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを連結する工程では、前記外壁
パネルに貫通させて前記調整ボルトを螺合させ、前記調整ボルトを貫通させて前記固定ボ
ルトの先端を前記目隠しパネルの背面に螺合させる工程と、
　前記調整ボルトを回転させて調整ボルトの先端を前記目隠しパネルの背面に当接させ、
前記外壁パネルと前記目隠しパネルとの間の距離を調整する工程と、
　を含むことを特徴とする外壁パネルの組立方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、柱に対して外壁パネルと目隠しパネルとを取り付ける外壁パネルの取付け構
造及び外壁パネルの組立方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、河川、港湾、水路等の護岸、あるいは遊水池、埋立地、道路等の土留壁などに、
周辺環境に調和した外壁パネルを取り付けることが行われている。
【０００３】
　この外壁パネルとしては、例えば、表面に石積み模様などの景観模様を形成したもので
、柱となるＨ形鋼間に外壁パネルを設置し、Ｈ形鋼の表面を目隠しパネルで覆うようにし
ている。
【０００４】
　この場合、Ｈ形鋼の表面に対する目隠しパネルの取付けは、特許文献１の図２に示すよ
うに、Ｈ形鋼の前面にスタッドボルトを溶接で取付け、目隠しパネルにはボルト用孔を穿
設しておき、このボルト用孔にボルトを差し込んで、ボルトの先端にナットを螺合させて
締め付けることで目隠しパネルを固定するようにしている。
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【特許文献１】特開２０００－６４２４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような外壁パネルの取付けにおいては、目隠しパネルにＨ形鋼の建て込み誤差に対
する吸収機能がないため、Ｈ形鋼に建て込み誤差が生じている場合には目隠しパネルが外
壁パネルに対して歪んだ状態となり、外壁面の連続性が保たれにくい。
【０００６】
　また、目隠しパネルをＨ形鋼に取り付けるために、Ｈ形鋼に対してスタッドボルトを溶
接にて先付けしなければならず、しかも、目隠しパネルの取付け後、目隠しパネル表面の
ボルト用孔の孔埋め作業が必要となり、手間がかかりコスト高になってしまう。
【０００７】
　特に、ナットの取付け作業及び孔埋め作業は、前面側から行わなければならず、前面側
に足場の構築が必要となり、足場の構築に手間がかかり、コスト高になると共に、前面側
が道路などの場合には、足場のための用地を道路上に確保しなければならず、交通規制も
行わなければならないこととなる。
【０００８】
　さらに、目隠しパネルは、Ｈ形鋼の幅と同じに設定されているため、外壁パネルが石積
み模様などである場合、外壁パネルの模様がＨ形鋼部分で不連続となり、景観上改良の余
地が残されている。
【０００９】
　本発明の目的は、柱に建て込み誤差が生じている場合でも目隠しパネルによって誤差を
吸収して外壁面の連続性を保つことができ、しかも、柱に対するスタッドボルトの先行溶
接及び目隠しパネルへの孔埋め作業をなくして作業の簡略化、コストの削減を図り、前面
側からの施工をなくして、前面側の足場構築を不要とし、外壁パネルの模様の連続化を図
ることのできる外壁パネルの取付け構造及び外壁パネルの組立方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するため、本発明の外壁パネルの取付け構造は、所定間隔で立設した柱
と、前記柱の背面側から前記柱間に掛け渡される外壁パネルと、前記柱の幅より広い幅を
有し前記柱の表面を覆う目隠しパネルと、前記柱を挟んで前記外壁パネルの背面側から前
記外壁パネルと前記目隠しパネルとを連結する連結部材とを有し、
　前記連結部材は、前記外壁パネルに螺合して先端が前記目隠しパネルの背面に当接し前
記外壁パネルと前記目隠しパネルとの間の距離を調整可能にする調整ボルトと、前記調整
ボルトを貫通して前記目隠しパネル背面に螺合し前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを
固定する固定ボルトとを有することを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、目隠しパネルを柱に直接固定せず、外壁パネルに螺合する調整ボルト
を貫通して目隠しパネル背面に固定ボルトを螺合させ、外壁パネルと目隠しパネルとで柱
を挟んだ状態で固定することにより、柱の左右方向の建て込み誤差を確実に吸収すること
ができ、しかも、調整ボルトの先端を外壁パネルの背面に当接させて突出量を調整するこ
とで、柱の前後方向の建て込み誤差を確実に調整することができる。
【００１２】
　また、外壁パネル及び目隠しパネルの設置後、調整ボルトの調整により、外壁面の平滑
化を改善して、景観性の向上を図ることができる。
【００１３】
　さらに、連結部材は、外壁パネルの背面側から取り付けるため、外壁パネルの前面側で
の作業を行う必要がなく、外壁パネル前面側における足場の構築が不要となり、この前面
側の足場構築の手間及びそれに要するコストの削減が可能となると共に、前面側の足場構
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築のための用地確保も不要とすることができ、道路等の交通規制も不要とすることができ
る。
【００１４】
　また、目隠しパネルは、柱の幅よりも広い幅となっているため、外壁パネル側の模様と
対応した模様を形成することが容易となり、景観上良好なものとすることができる。
【００１５】
　本発明においては、前記外壁パネルの前記調整ボルト螺合位置に予め埋め込みナットが
設けられるようにすることができる。
【００１６】
　このような構成とすることにより、外壁パネルが螺合しにくい素材である場合でも、調
整ボルトを確実に埋め込みナットに螺合させることができる。
【００１７】
　本発明においては、前記目隠しパネルの前記固定ボルト螺合位置に予め埋め込みインサ
ートが設けられるようにすることができる。
【００１８】
　このような構成とすることにより、目隠しパネルが螺合しにくい素材である場合でも、
固定ボルトを確実に埋め込みインサートに螺合させることができる。
【００１９】
　本発明においては、前記固定ボルトが貫通する前記調整ボルトの貫通孔は、前記固定ボ
ルトに対して所定のクリアランスが設けられるようにすることができる。
【００２０】
　このような構成とすることにより、柱に前後方向での建て込み誤差が生じた場合に、ク
リアランスによってより確実に建て込み誤差を吸収することができる。
【００２１】
　本発明においては、前記柱は、Ｈ形鋼のフランジを前面にして立設され、
　前記外壁パネルは、前面両側縁部に前記フランジの厚さ及び前記目隠しパネルの厚さよ
り深い切欠き部を上下方向にわたって有し、
　前記切欠き部内に前記フランジ及び前記目隠しパネルを収容可能とされるようにするこ
とができる。
【００２２】
　このような構成とすることにより、外壁パネルの両側部に形成された切欠き部によって
外壁パネルと目隠しパネルの表面を平滑化させることができ、柱に前後方向の建て込み誤
差が生じていた場合でもその誤差をより確実に吸収することができる。
【００２３】
　この場合、前記外壁パネルの切欠き部は、前記Ｈ形鋼のウェブからフランジの端部まで
の長さより大きな幅に形成されるようにすることができる。
【００２４】
　このような構成とすることにより、切欠き部の幅によって左右方向の柱の建て込み誤差
をより確実に吸収することができる。
【００２５】
　このような場合、少なくとも前記外壁パネルの切欠き部と、前記目隠しパネルとの間の
隙間にグラウト材が充填されるようにすることができる。
【００２６】
　このような構成とすることにより、外壁パネル及び目隠しパネルが柱に対してがたつく
のを防止すると共に、Ｈ形鋼の錆の発生を防止することができる。
【００２７】
　本発明の外壁パネルの組立方法は、所定間隔で複数の柱を立設する工程と、
　立設した一対の柱の背面側から前記柱間に外壁パネルを掛け渡すと共に、前記柱の幅よ
り広い幅を有する目隠しパネルを前記柱の表面に設置する工程と、
　前記柱を挟んで前記外壁パネルの背面側から前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを連
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結部材にて連結する工程とを含み、
　前記連結部材は、前記外壁パネルに螺合して先端が前記目隠しパネルの背面に当接する
調整ボルトと、前記調整ボルトを貫通して前記目隠しパネル背面に螺合する固定ボルトと
有し、
　前記連結部材にて前記外壁パネルと前記目隠しパネルとを連結する工程では、前記外壁
パネルに貫通させて前記調整ボルトを螺合させ、前記調整ボルトを貫通させて前記固定ボ
ルトの先端を前記目隠しパネルの背面に螺合させる工程と、
　前記調整ボルトを回転させて調整ボルトの先端を前記目隠しパネルの背面に当接させ、
前記外壁パネルと前記目隠しパネルとの間の距離を調整する工程と、
　を含むことを特徴とする。
【００２８】
　本発明によれば、柱に建て込み誤差が生じている場合でも目隠しパネルによって誤差を
吸収して外壁面の連続性を保つことができ、しかも、柱に対するスタッドボルトの先行溶
接及び目隠しパネルに設けられるボルト孔の孔埋め作業をなくして作業の簡略化、コスト
の削減を図り、前面側からの施工をなくして、前面側の足場構築を不要とし、外壁パネル
の模様の連続化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００３０】
　図１～図５は、本発明の一実施の形態にかかる外壁パネルの取付け構造を示す図である
。
【００３１】
　図１は、本実施の形態にかかる外壁パネルの取付け構造を示す横断面図、図２は、図１
の要部拡大断面図である。
【００３２】
　この外壁パネルの取付け構造は、例えば、立体交差道路の高架側の取付盛土部の擁壁と
して用いられるもので、柱１０と、外壁パネル１２と、目隠しパネル１４と、連結部材１
６とを有している。
【００３３】
　柱１０は、擁壁の親杭とされるもので、Ｈ形鋼が用いられるようになっている。
【００３４】
　この柱１０は、Ｈ形鋼の一方のフランジ１０ａを前面にして、例えば取付盛土部の境界
部分に、複数本所定間隔で立設されるようになっている。
【００３５】
　外壁パネル１２は、プレキャストコンクリート製のもので、柱１０の背面側から柱１０
間に上下方向にわたって複数枚掛け渡されるようになっている。
【００３６】
　具体的には、各外壁パネル１２は、前面側の両側縁部に上下方向にわたる切欠き部１８
を有し、この切欠き部１８をＨ形鋼のフランジ１０ａの背面に当接させるようになってい
る。
【００３７】
　この切欠き部１８は、深さＤがフランジ１０ａの厚さ及び目隠しパネル１４の厚さより
深く形成され、この切欠き部１８内にフランジ１０ａ及び目隠しパネル１４を収容可能に
されており、これによって柱１０の前後方向の建て込み誤差を吸収しうるようになってい
る。
【００３８】
　また、切欠き部１８の幅Ｗは、Ｈ形鋼のウェブ１０ｂからフランジ１０ａの端部までの
長さより大きく形成され、これによって柱１０の左右方向の建て込み誤差を吸収しうるよ
うになっている。
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【００３９】
　さらに、外壁パネル１２の表面には、石組み模様等の適宜の模様が所定ピッチで形成さ
れるようになっている。
【００４０】
　目隠しパネル１４は、プレキャストコンクリート製のもので、柱１０の表面を覆うよう
になっている。
【００４１】
　この目隠しパネル１４は、柱１０の幅より広い幅を有し、その表面には、外壁パネル１
２の模様と対応した模様が形成されている。
【００４２】
　このように、目隠しパネル１４の幅を柱１０の幅より広くすることで、外壁パネル１２
の幅に対して目隠しパネル１４の幅が極端に狭くなって模様が不連続となることがなく、
外壁パネル１２の模様に対応した模様を形成することが可能となり、景観の向上を図るこ
とができる。
【００４３】
　また、この目隠しパネル１４は、外壁パネル１２の高さに相当する長さに形成されてい
る。
【００４４】
　連結部材１６は、柱１０、具体的にはフランジ１０ａを挟んで外壁パネル１２の背面側
から外壁パネル１２と目隠しパネル１４とを連結するもので、調整ボルト２０と、固定ボ
ルト２２とを有している。
【００４５】
　調整ボルト２０は、外周面にねじを有し、軸方向に貫通孔２４を有する筒状のもので、
外周面のねじが外壁パネル１２の切欠き部１８対応位置の背面側から螺合して先端が目隠
しパネル１４の背面に当接し、この調整ボルト２０の先端の突出量調整により、外壁パネ
ル１２と目隠しパネル１４との間の距離を調整可能にしている。
【００４６】
　また、外壁パネル１２の調整ボルト２０螺合位置には、予め埋め込みナット２６が設け
られ、外壁パネル１２の素材如何に関わらず、確実な螺合状態を確保しうるようになって
いる。
【００４７】
　この調整ボルト２０の調整によって、端１０の前後方向の建て込み誤差を吸収可能とな
ると共に、微調整によって外壁面の平滑化を図り、景観を向上させることが可能となる。
【００４８】
　固定ボルト２２は、調整ボルト２０の貫通孔２４を貫通して目隠しパネル１４の背面に
螺合し、外壁パネル１２と目隠しパネル１４とを固定するようになっている。
【００４９】
　また、目隠しパネル１４の固定ボルト２２の螺合位置には、予め埋め込みインサート２
８が設けられ、目隠しパネル１４の素材如何に関わらず、確実な螺合状態を確保しうるよ
うになっている。
【００５０】
　次に、このような外壁パネルの組立方法について説明する。
【００５１】
　まず、図１に示すように、例えば立体交差道路の高架側の取付盛土部境界部分に、Ｈ形
鋼の一方のフランジ１０ａを前面にして、複数本の柱１０を所定間隔で立設する。
【００５２】
　次に、立設した一対の柱１０の背面側から柱１０間に外壁パネル１２を掛け渡す。
【００５３】
　この場合、外壁パネル１２の両側縁部に形成した切欠き部を前面側にして外壁パネル１
２を吊り上げ、Ｈ形鋼の上端からフランジ間に外壁パネルの両側縁部を差し込んで吊り下
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ろすようにしている。
【００５４】
　なお、外壁パネル１２をＨ形鋼の上端まで吊り上げることなく、設置位置で一方の側縁
部を一方のＨ形鋼のフランジ間に差し込んだ後、外壁パネルを水平回転させながら他方の
側縁部を他方のＨ形鋼のフランジ間に挿入するようにすることも可能である。
【００５５】
　このＨ形鋼の両フランジ間への外壁パネル１２両側縁の差込みに際しては、前面側のフ
ランジ上端に差し込み用ガイドを突出させておくことで、差込みを容易かつ確実に行うこ
とができる。
【００５６】
　また、外壁パネル１２を設置する際に、予め連結部材を外壁パネルに取り付けておくよ
うにしてもよい。
【００５７】
　次いで、目隠しパネル１４を、埋め込みインサート２８の露出側を背面にして、柱１０
の前面側に設置する。
【００５８】
　この状態で、目隠しパネル１４は、両側部がＨ形鋼の両側端よりはみ出して、埋め込み
インサート２８がフランジ側方の背面側に露出して位置するようになっている。
【００５９】
　次に、連結部材１６を用いて、外壁パネル１２と、目隠しパネル１４とを連結固定する
。
【００６０】
　具体的には、連結部材１６が予め外壁パネル１２に取り付けてある場合には、調整ボル
ト２０と外壁パネル１２の埋め込みナット２６との螺合状態はそのままに、外壁パネル１
２の背面側から固定ボルト２２を操作して固定ボルト２２の先端部を目隠しパネル１４の
埋め込みインサート２８に螺合させる。
【００６１】
　連結部材１６が外壁パネル１２に取り付けられていない場合は、まず、調整ボルト２０
を外壁パネル１２の埋め込みナット２６に螺合させた後、外壁パネル１２の背面側から固
定ボルト２２を操作して固定ボルト２２の先端部を目隠しパネル１４の埋め込みインサー
ト２８に螺合させる。
【００６２】
　このようにして、隣り合う外壁パネル１２を目隠しパネル１４にて連結していく。
【００６３】
　この場合、一方の側から他方の側へと順次外壁パネル１２を連結していってもよく、あ
るいは、外壁パネル１２を１つずつ間をあけて取り付けた後、取り付けた外壁パネル１２
の間を埋めるように外壁パネル１２を連結するようにしてもよい。
【００６４】
　そして、隣り合う外壁パネル１２を目隠しパネル１４にて連結した状態で、外壁パネル
１２及び目隠しパネル１４の水平方向の位置の調節や、調整ボルト２０の先端を目隠しパ
ネル１４の背面に当接させて外壁パネル１２と目隠しパネル１４との間の距離の調節を行
うことによって、柱１０の建て込み施工誤差に対応する。
【００６５】
　具体的には、例えば、図３に示すように、柱１０の水平施工誤差によって、隣接する外
壁パネル１２を取り付ける２つの柱間距離Ｌ１，Ｌ２（Ｌ１＞Ｌ２）に差違が生じた場合
、外壁パネル１２の切欠き部１８の幅Ｗの範囲内において外壁パネル１２及び目隠しパネ
ル１４を水平方向に位置をずらすことによって、柱１０の水平施工誤差を吸収するように
する。
【００６６】
　この場合、外壁パネル１２は、目隠しパネル１４と連結固定されているのみで、柱１０
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とは連結固定されていないので、外壁パネル１２と目隠しパネル１４との目地には影響が
なく、柱１０の水平施工誤差の影響は生じない。
【００６７】
　また、図４に示すように、柱１０の垂直施工誤差によって、柱１０間に前後方向の寸法
誤差Ｌ３が生じた場合、その垂直施工誤差が生じている柱１０対応位置の上下における調
整ボルト２０の先端突出量を調整して、上下における外壁パネル１２と目隠しパネル１４
の距離を異ならせることによって、垂直施工誤差を吸収し、外壁面の平面平滑度を最小限
に抑える。
【００６８】
　さらに、図５に示すように、柱１０に回転ねじれ施工誤差θが生じた場合、その柱１０
の両側に位置する調整ボルト２０を調整して、両側の外壁パネル１２と目隠しパネル１４
との距離を相違させることにより、回転ねじれ施工誤差を吸収し、外壁面の段差の程度を
最小限に抑える。
【００６９】
　この場合、外壁面の目地には影響がなく、また、ねじれに対しては調整ボルト２０の貫
通孔２４が有する固定ボルト２２に対するクリアランスによって対応することができる。
【００７０】
　なお、外壁パネル１２は高さ方向に積み重ねていくのであるが、連結部材１６の作業は
、外壁パネル１２の背面側で行うので、前面側に足場を構築する必要がなく、道路に接し
ていても交通規制等を行う必要がない。
【００７１】
　また、背面側では、順次盛土を行った状態で外壁パネル１２を積み重ねていけば、足場
の構築が不要となる。
【００７２】
　さらに、柱１０に対する先行溶接及び目隠しパネル１４への孔埋め作業をなくして作業
の簡略化、コストの削減を図ることができる。
【００７３】
　このような調整を行って外壁パネル１２及び目隠しパネル１４を連結固定した後、外壁
パネル１２の切欠き部１８と目隠しパネル１４との間の隙間３０にグラウト材を充填して
、柱１０と、外壁パネル１２及び目隠しパネル１４とのがたつきを防止すると共に、柱１
０及び連結金具の錆防止を行うようにしている。
【００７４】
　このようにして取り付けられた外壁パネル１２は、柱１０との直接の連結固定はなされ
ていないが、両側縁部が柱１０、具体的にはフランジ１０ａの背面によって支持されるた
め、盛土等の土圧に対しても十分な強度を有するものとすることができる。
【００７５】
　本発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内において
種々の形態に変形可能である。
【００７６】
　例えば、本実施の形態では、外壁パネルの取付構造として、立体交差道路の高架側の取
付盛土部の擁壁として用いられる場合について説明したが、この例に限定されるものでは
なく、河川、港湾、水路等の護岸、あるいは遊水池、埋立地、道路等の土留壁、さらには
、一般建築物の外壁等にも適用することができる。
【００７７】
　また、外壁パネル及び目隠しパネルは、プレキャストコンクリート製のものとしている
が、金属製その他のものを用いることも可能である。
【００７８】
　さらに、前記実施の形態では、外壁パネルに埋め込みナット、目隠しパネルに埋め込み
インサートを設けるようにしているが、外壁パネル及び目隠しパネルが螺合状態を確保す
ることができる素材のものである場合には、これらを省略することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の一実施の形態にかかる外壁パネルの取付構造を示す横断面図である。
【図２】図１の要部拡大断面図である。
【図３】柱に水平施工誤差がある場合の調整状態を示す横断面図である。
【図４】柱に垂直施工誤差がある場合の調整状態を示す横断面図である。
【図５】柱に回転ねじれ施工誤差がある場合の調整状態を示す横断面図である。
【符号の説明】
【００８０】
１０　柱
１０ａ　フランジ
１０ｂ　ウェブ
１２　外壁パネル
１４　目隠しパネル
１６　連結部材
１８　切欠き部
２０　調整ボルト
２２　固定ボルト
２４　貫通孔
２６　埋め込みナット
２８　埋め込みインサート
３０　隙間
Ｄ　切欠き部の深さ
Ｗ　切欠き部の幅

【図１】 【図２】
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【図５】
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